
A

（本庁）
・一者応札の解消により、契約金額や一式単価の削減が図られた。
・映像解析装置の購入：一式あたり約128万円の削減。
・システム教養委託訓練：56万円の削減。

　

A

（地方）
《一者応札》
・公告期間や履行期間を延伸した結果、複数の案件で一者応札が改善された。
・業者に対し積極的に声掛けを実施した結果、複数の案件で一者応札が改善された。
《回線サービス》
・「帯域保証型イーサネットサービス」において、１年契約から６年間の複数年契約に見直した結果、複数の案件で一
者応札が改善され、コスト削減が図られた。

○

○ A+ A

（本庁）
・平成28年度一般競争入札において一者応札案件112件のうち、平成29年度は3件について公募を実施。

○ B A

（本庁）
・83案件について公募を実施するとともに声掛けを実施する等、新規業者の参入を促し、一者に限定される場合にお
いても、直販証明書の提出を求め公平性、透明性を確保した。

○ A+ A

（本庁）
・装備資機材等（随意契約案件)24件について価格交渉を実施し約255万円の削減。
・これまで随意契約としていた仕様内容の一部を分離することにより一般競争へ移行し、年間約303万円の削減。

A

（本庁）
・事前審査は12件実施。
・事後審査は96件実施。

A

（地方）
・事前審査
　事前審査において原課と調達部門が連携を密にし、仕様内容の見直し・等級の見直し・公告期間の延伸を実施した
結果、複数の案件で一者応札が改善された。
・事後審査
　入札辞退者へのアンケートや辞退理由書の提出・聞取を実施し、一者応札の原因を分析した。
　平成29年3月末　108部局（ 90.8%）
　平成30年3月末　119部局（100.0%）

〇

B -

（本庁）
・電力調達は、すべての案件（２件）について一般競争入札を実施した。
・ガス調達について、一般競争契約の実施案件はない。

A B

（地方）
・電気
　《契約状況》競争性のある契約　       86件
　　　　　　　　 随意契約　                   22件
  《競争性のある契約における応札状況》  一者応札 33件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　複数応札 53件
・ガス
 競争入札に向けて供給可能業者の調査を行っており、体制が整い次第、入札を実施する予定である。

〇

○ A A

（地方）
・実施部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・実施件数
  平成29年3月末　65部局（54.6%）　　　　　　　平成28年度　　507件
  平成30年3月末　90部局（75.6%）　　　　　　　平成29年度　　937件（＋430件）
　 なお、29部局において導入を検討中。

○

-
（本庁）
・平成29年度よりDNA試薬(マルチローカスキット)については、警察庁において一括調達を実施。

-
（地方）
・管区警察局や他省庁が幹事官署となり共同調達を実施した結果、複数の案件でコストの削減が図れた。 〇

○ - -

（本庁）
・15件実施（従来の業者見積との比較：約19千円の節減）。

○ - -

（本庁）
・平成29年度では、82案件(約137億円)について特定調達審査委員会を実施し、随意契約の可否について審査を
行った。

○ - -

（本庁）
・実施件数
　　平成28年度　 126件
　　平成29年度　 211件（＋85件）

○ - -

（本庁）
・「警察庁会計業務検討会議」を２回開催し、外部有識者から意見を求めた（H29.7.26、H30.3.26）。
・平成28年度下半期および平成29年度上半期の契約について審査し、内容をホームページに掲載した。

-

（本庁）
・警察庁主催の全国会計課長等会議において調達改善の推進について指示した。
・各地方部局に対する会計経理指導において、調達改善について指導した。
・各管区会計専科において、本庁会計課職員を派遣し、調達改善について教養した。
・管区等主催の研修に本庁会計課職員を派遣し、調達改善について教養した。

-

（地方）
・各管区で実施した会議において調達改善について指示した。
・各地方部局内において、管下会計課長会議や事務担当者研修において、調達改善について指示した。
・財務省主催の共同調達検討会議に参加し、各省庁と意見交換を行った。

〇

○ - -

（本庁）
・「調達改善だより」を作成し、地方支分局に発出して情報共有を図った。

-

（本庁）
・ＩＣカードの利用により、事務の大幅な効率化が図られた。
 （ＩＣカード利用件数　9,900件）

-
（地方）
・全部局において、パック商品を活用した。 ○

少額な随意契約案件への対応として、
オープンカウンター方式の活用を推進
する。

平成29年度警察庁調達改善計画　自己評価結果の概要

取組目標 取組内容 進捗度 取組結果等 地方実施

平成30年7月2日

（対象期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日）

難易度

インターネット取引案件の拡大を図る。

-

少額な随意契約案件への対応として、
オープンカウンター方式の活用を推進
する。

A+

２．共通的な取組

公募の実施

○
地方実施研修等への
積極的関与

-
地方支部分局が実施する研修等の機
会を利用し、本庁職員等が指導・教養
を行う。

情報共有

地方支部分局における取組を推進する
ため、警察庁会計業務検討会議の審
査内容や調達改善計画自己評価結果
等を発出するなど、情報共有化を図
る。

○ 旅費の効率化 - 引き続き、旅費事務の効率化を図る。

外部の専門家等の活
用

価格交渉の実施

○
一者応札案件の事前・
事後審査の実施・強化

クレジットカード利用の
推進

オープンカウンター方
式の活用

「特定調達契約審査委
員会」における審査

３．その他の取組

○
電力及びガス調達の
改善

複数者応札による競争性の確保に努
めるとともに、複数の庁舎をまとめて入
札する等の合理化の検討を行う。

仕様及び予定価格算定手法などの作
成に際し、外部の専門家等の意見を取
り入れた調達を推進する。

共同調達等を実施するとともに、調達
規模や費用対効果等に配慮しつつ、対
象品目及び組織の見直しを検討

一者応札案件について、継続的に事後
検証を実施し、その原因分析を踏まえ
仕様書の見直し、声掛け、入札説明会
を実施するなど、改善に努める。また、
一者応札が予想される案件についても
事前審査を実施するなどし、改善に努
める。

随意契約の適正な運用を図るため、契
約方法、契約条件等の適否を「特定調
達契約審査委員会」において審査す
る。

オープンカウンター方
式の活用

特殊な物品の調達で、当該物品を提供
できる者が特定一者であると想定され
る場合においても、公募の手続きを行
うなど、公平性及び透明性の確保に努
める。

○
共同調達等の有効活
用

１．重点的な取組

（１）一者応札の改善

（２）随意契約の見直し

実質的な競争性を確保するための取
組を実施した上で、改善しない案件に
ついては、公募を行い競争性のある随
意契約に移行し、価格交渉により経済
性を確保する。

引き続き、競争性のある契約方式への
移行を十分検討し、競争性のない随意
契約によらざるを得ない案件について
積極的に実施する。

公募の活用

○

仕様書の見直し、公告
期間延伸、新規参入
業者の拡充方策等の
実施

A+

より競争性の高い調達を目指す観点か
ら、新規業者への声掛けをはじめ、公
告期間等の延伸、必要に応じ仕様書の
見直し、入札不参加理由のアンケート
調査の実施など、より多くの業者が入
札参加できるよう改善に努める。
特に、一者応札の割合が多い案件（警
察装備品、回線サービス等）を中心に
改善に努める。

難易度

A+ ・・・ 効果的な取組

A ・・・ 発展的な取組

B  ・・・ 標準的な取組

進捗度
A  ・・・ （定量的な目標） 目標進捗率90％以上

（定性的な目標） 計画に記載した内容を概ね実施した取組

B ・・・ （定量的な目標） 目標進捗率50％以上

（定性的な目標） 計画に記載した内容を部分的に実施した取組、または実施に向けて関係部局等（自府省庁内の他部局、地方支分部局、他府省庁）との調整

を行った取組

C ・・・ （定量的な目標） 目標進捗率50％以下

（定性的な目標） 何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、または計画に記載した内容の検討を開始するまでにとどまった取組


